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中央建設業審議会総会 

２０２６年４月２７日 

 

 

【事務局（髙橋）】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央建設業審議会

総会を開催させていただきます。 

 委員の皆様には御多忙のところお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の審議会には、委員総数の２分の１以上の御出席をいただいておりますので、建設業

法施行令第４９条第１項の規定による定足数を満たしていることを御報告申し上げます。

なお、中央建設業審議会議事細則第９条第１項により、本審議会は公開されております。 

 本日、御手元に配付いたしました資料の一覧は議事次第に記載しておりますが、不足等ご

ざいませんでしょうか。ございましたら事務局のほうに御用命いただければと存じます。 

 本日はオンラインで御出席の委員もいらっしゃいます。このため、御発言の際には、マイ

クに向かってゆっくりとお話をいただきますようお願い申し上げます。 

 報道関係の皆様の冒頭のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 それでは議事に先立ちまして、国土交通省不動産・建設経済局長の楠田から御挨拶を申し

上げます。よろしくお願いいたします。 

【楠田不動産・建設経済局長】  おはようございます。不動産・建設経済局長、楠田でご

ざいます。 

 中央建設業審議会総会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 委員の先生方には日頃から建設業、産業行政の推進に格別の御理解、御協力を賜っており

ます。また本日は大変お忙しい中、またお足元も悪い中で御出席を賜りましたことにつきま

して、まずは御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 また昨年１２月の総会において、第三次・担い手３法の全面施行に向けた労務費の基準の

策定、それから建設工事標準請負契約約款や経営事項審査の改正案について御審議をいた

だきました。誠にありがとうございました。特に労務費に関する基準につきましては、労務

費の確保、行き渡りを図るための、ほかの産業には例のない思い切った取組を具体化するも

のでございます。本審議会からその勧告をいただいたことは、将来に希望が持てる、若者に

も魅力的な新しい建設業の実現に向けた大きな一歩になったと考えております。委員の先



 -2-

生方に御指導、御尽力を賜りましたことにつきまして、改めて心より感謝申し上げる次第で

ございます。 

 本日の総会におきましては、４つの議題について御議論をお願いしたいと考えておりま

す。まず、今申し上げた労務費に関する基準についてでございますけれども、今後はその浸

透、定着に力を入れていくことが極めて重要な段階に入っていると考えております。実効性

を確保するための施策の進捗状況や、今後のフォローアップの実施方針などについて事務

局から御説明を申し上げ、先生方に御示唆をいただければと考えております。 

 また、昨年１２月に第三次・担い手３法を全面施行いたしましたので、今後は残された課

題も含めて、今後の建設業政策の在り方や必要な政策について検討を深めていく必要があ

ると考えております。これにつきましては昨年度設置をいたしました、「今後の建設業政策

のあり方に関する勉強会」において、今月取りまとめが行われ、公表されております。本日

はその内容を事務局から御説明を申し上げ、今後の対応も含めまして、先生方に御示唆をい

ただければと考えております。 

 そのほかに、本日は今月１日に施行されました改正物流効率化法に伴い、本審議会の所掌

事務が追加されたことや、最近の建設行政をめぐる様々な動き、動向につきましても、御報

告をさせていただくことを予定しております。委員の先生方から御示唆を賜りまして、建設

産業行政の的確な推進とレベルアップをぜひ図ってまいりたいと考えております。本日も

忌憚のない御意見を、御示唆をぜひとも賜りますようお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶

とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（髙橋）】  ありがとうございました。 

 議事に先立ちまして、前回の開催時点では御就任をいただいておりましたが御欠席され

ていらっしゃいましたので、改めまして、川越市長の森田初恵委員様に新たに御就任いただ

いておりますことを御紹介申し上げます。 

 また本日の当審議会では、一般社団法人全国建設業協会会長の今井雅則委員、東日本旅客

鉄道株式会社の小山宏委員、東京電力ホールディングス株式会社の佐藤育子委員より御欠

席の連絡をいただいております。また、島根県副知事の石原恵利子委員には、オンラインで

御出席をいただいております。また、中央建設業審議会議事細則第６条の規定によりまして、

本日は一般社団法人全国建設業協会の山崎篤男専務理事に御出席をいただいております。 

【山崎専務理事】  よろしくお願いします。 
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【事務局（髙橋）】  それではこれより議事に入らせていただきますが、報道関係の皆様

におかれましては、これ以降のカメラ撮りを御遠慮いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、これ以降の議事の進行は大久保会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

【大久保会長】  はい。おはようございます。それでは、御手元の議事次第に基づき議事

に入らせていただきます。 

 まず議事の（１）でございますけれども、先ほど楠田局長からもお話がございましたが、

昨年１２月２日の本審議会において決定し、関係団体の皆様に対して報告を行いました「労

務費に関する基準」の施行状況について、事務局より御説明をお願いします。 

【伊勢官房参事官】  大臣官房参事官の伊勢でございます。着座にて失礼いたします。 

 私から、資料１に基づきまして１５分ほど御説明をさせていただきたく存じます。 

 まず資料をおめくりいただきまして、３ページ以降でございますけれども、１２月の全面

施行によりまして、技能者の処遇改善に向けた労務費に関する基準制度ということで、下の

図で示しておりますけれども、この多重請負構造の中でどうしても労務費の部分が一般管

理費等に削られてしまうと、こういった構造に手をつけていこうというような趣旨の制度

改正でございます。 

 ４ページでございますけれども、労務費に関する基準の基本的考え方ということで、まず

は公共工事・民間工事を問わず、労務費の値決めの相場感としてつくるものであるというこ

と。あと右側でございますけれども、まずは他産業並みの処遇改善を目指すという観点から、

ベースとなる高さという意味では、公共工事設計労務単価を発射台とするということ。考え

方としましては下の赤枠でございますけれども、歩掛の部分で競争の要素を残すという観

点から、設計労務単価に歩掛を掛け、それに対する工事数量を掛けるというような考え方で

労務費の設定をしていただくということをお示しした上で、個々の職種につきましては、労

務費に関する基準値という形で、国土交通省として職種別に数字を公表するということと

しております。この公表条件につきましては後ほど御説明させていただきます。 

 ５ページでございますけれども、基準値につきましては、左側のフォーマットによってお

示しをしてございます。工事の種別でございますとか、その種別に係る標準的な規格・仕様

をお示しした上で、それぞれに係る、どういった工種の職人さんが従事されているかと、そ

れについて設計労務単価がどの程度で設定されていて、一般的な施工単位当たりの歩掛が

どうかというものでお示しをするという形。右側は基準値の例ということで、建築鉄筋と建
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築型枠についてお示しをしてございますが、このような形で具体的な数字を定量的にお示

しをしているものがあるということでございます。 

 ６ページ、全体の賃金支払いに向けての全体的なフロー、絵姿としてのフローと主だった

実効性確保策ということでございます。建設工事の請負契約におきましては、この労務費と

いうある意味賃金の原資としての塊として、適正な受け渡しを確保していこうというもの

でございます。最終的に技能者を直用している下請と技能労働者の間におきましては、これ

を適正賃金ということで確保していくというものでございます。 

 全体としましては、賃金という要素におきましてはＣＣＵＳレベル別年収の支払いを確

保していこう、あるいはコミットメント制度すなわち請負契約の注文者が受注者の賃金の

支払状況を確認できるというような枠組みを導入していこうというもの。労務費の部分に

つきましては、左下の緑の枠で書いてございますけれども、労務費等を内訳明示した商慣習

をしっかり確立していこうということ。あるいはそういった技能者の処遇改善に取り組む

事業者が契約において優先的に選ばれるような枠組みを確立していこうというものでござ

います。 

 ７ページ以降、以上が制度の全体的な枠組みでございまして、これまで全面施行に併せま

して我々としての取組をさせていただきました事項について御説明をさせていただきます。 

 ８ページ、ガイドライン類ということで、既存の法令遵守ガイドライン等々につきまして

も改正をさせていただいております。併せまして今回「労務費に関する基準」という制度が

新たにできるということでございますので、そちらにつきまして運用方針等の新規の策定

をさせていただいたという状況でございます。それぞれ中身につきましてはこの後御説明

をさせていただきます。 

 １ページおめくりいただきまして９ページ、「労務費に関する基準」の運用方針でござい

ます。この基準制度を現場の取引において運用していただく上での留意点につきまして、こ

れは労務費の基準に関するワーキンググループなどでも議論になったような論点とかを中

心に、Ｑ＆Ａ方式で７１の論点につきまして整理をさせていただいております。 

 左側でございますけれども、全体的な、総論的な考え方でありますとか、受注者として求

められる対応あるいは注文者として求められる対応、発・元間での対応、少し軸足が重なっ

てまいりますが、コミットメント制度全体についての考え方、こういったもの。併せまして

右側でございますけれども、見積書のひな形、様式例のようなものも今般新たにお示しをし

ているというような状況になってございます。 
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 １０ページ、少しお話は戻ってしまいますけれども、先ほど制度全体の立てつけを御説明

した際に、職種別に労務費の基準値を国土交通省として策定し公表するという御説明をさ

せていただきました。現状、足元の策定状況でございますけれども、全体として２５の職種

につきまして、発・元それぞれを併せました職種別意見交換会を実施させていただいており

ます。その結果を踏まえまして、今のところ３月末時点で２２の職種、この職種に幾つかの

工種がぶら下がっているものがございますので、全体としては１３３の工種、作業というこ

とでございますけれども、そこにつきまして労務費の基準値を公表しているということで

ございます。 

 建設業許可業種、これは全体２９業種ございまして、この許可業種のミシン目と基準値の

職種のミシン目は必ずしも一致しているものではないですけれども、許可業種２９に対す

る実質的なカバー率のような目で見てみますと、上の囲いの３行目にお書きしております

けれども、２９職種中１９職種につきましては、何かしらかの作業について基準値が定めら

れているという状況になってございます。引き続き、今後につきましてはまだ積み残ってい

る基準値がございますので、こういった部分から優先的に策定に向けた調整を進めていき

たいと考えてございます。 

 １１ページ以降、これは周知の取組でございます。１１ページから１２ページにかけてで

ございますが、ポータルサイトの開設ということで、おおむね今のところ７万件から８万件

ぐらいの閲覧をいただいているという状況。説明会につきましても夏から冬にかけて実施

してございます。この後も個別のシンポジウムでありますとか、様々な業界とのコミュニケ

ーションの場でこういった説明をしてほしいというような御意見もいただいてますので、

こちらにつきまして１件１件しっかりと対応していきたいと考えてございます。 

 １２ページでございますが、施行通知を出すでございますとか、リーフレットの作成、特

にこちらはこれまでのワーキングの議論などでも、やはり実際に請負契約のマネジメント

をしている現場のマネジメント層にもしっかりと訴求できるような広報をやっていただき

たいというような話もございます。例えば事務所にポスターを貼るでございますとか、そう

いった部分につきましても、引き続き取組のほうを深めていけないかということで検討の

ほうを進めているところでございます。併せましてインフルエンサーとタイアップした動

画の公開、こういったことも進めているところでございます。 

 １３ページ以降でございますけれども、実効性確保策に係る進捗についての御報告でご

ざいます。 
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 １４ページを御覧ください。先ほど見積書のひな形を公表させていただいたということ

で御説明させていただきましたが、実際その公表された見積書をどういった形で使ってい

くのかと、あるいは現場で実際使っていく上でつまずきポイントがあるのかないのかとい

う部分につきましても、そのテンプレートをお示しした見積書について、実際に作っていた

だいて、契約当事者間で交渉していただくというようなシミュレーションを行うモデル事

業を実施いたしました。それでやはり実際に運用する上でこういった部分が分かりにくい

というような部分があぶり出されてまいりましたので、実運用編といたしまして、見積りの

様式の使い方、書き方ガイドなどについても取りまとめ、整理をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 １５ページを御覧ください。自主宣言制度でございますけれども、こちらの建設キャリア

アップシステムの利用拡大というような観点と併せ持った形で、処遇改善に取り組む企業

の評価をしっかりしていこうということでございます。これは法施行と同時に、建設技能者

を大切にする企業の自主宣言制度ということで創設をしてございますけれども、これは元

請、下請、発注者それぞれの立場で参加が可能ということになってございます。 

 宣言項目を下にお書きしておりますけれども、適切な処遇に向けた取組でありますとか、

ＣＣＵＳの活用に向けた環境整備、あるいは宣言企業同士での取引を優先していただくと

いうようなことを宣言項目としてございます。今のところ３月末現在で１,９００社ほどの

宣言をいただいているという状況でございます。 

 こちらにぶら下がるインセンティブといたしまして、１６ページでございますけれども、

これは今年７月以降の申請から適用ということで準備を進めてございますけれども、この

自主宣言をしていただいた企業様につきまして、経審上の加点措置を講ずるということの

御説明でございます。 

 １７ページ、法令の遵守対応ということで、先ほど一部既往のガイドラインを改訂したと

いうような御説明を少しいたしましたけれども、左上でございますが、例えば建設業法令遵

守ガイドラインの改訂でありますとか、あるいは新たにまさに「通常必要と認められる労務

費を著しく下回るおそれがある」と、この部分について少し事前明示性が必要ではないかと

いう御意見などもこれまでもございましたので、取引事例集のような形でそういった部分

をクリアにしているというようなことでございます。 

 併せまして、少し毛色は変わりますけれども、より情報提供しやすくするという観点から、

これまで電話メインで情報提供いただいてる部分がございましたので、情報提供フォーム
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のようなものも整備をするということで、スムーズな違反端緒情報、違反情報の提供をいた

だくというようなことができるようにということで取組を進めているところでございます。 

 併せまして、下の関係省庁との連携強化でございますけれども、特に元・下取引全般につ

いて取適法等の下で取組を行っております中小企業庁との連携でございますとか、あるい

は労基との連携ということで、厚生労働省との連携についても取組を進めているというこ

と。今後どういった形で深掘りができるかということについても不断の検討を行っている

ということの御紹介でございます。 

 １８ページですが、これは法の完全施行前の状況の速報版ということでございますが、一

方で法が施行されるとこういう問題が出ますよというような部分も含めて、既に指導のほ

うをしているという状況でございますが、建設Ｇメンによる調査の実績ということでござ

います。令和７年度の第１四半期から第３四半期までの速報ということでございますが、

様々な、駆け込みホットラインなどから得られました端緒情報を基に、１,０００近くの事

業者につきまして調査を行っていると。そのうちの３分の２ほどに当たります６００ほど

の事業者様に対しまして、指導でありますとか助言を行っているということであり、その内

訳といたしましては右にございますけれども、見積が精緻にやりとりができていないであ

りますとか、あるいは契約書の法定記載事項がきっちりと書かれていないというものが中

心にございます。価格転嫁に係る定めが不備というものもそれなりにあったということで

ございます。ここについては引き続き、しっかりとよく見ていくということではないかと考

えているところでございます。 

 １９ページでございますけれども、別途住宅局の「みらいエコ住宅２０２６事業」という

ことで、これは省エネ住宅の新築等に対する支援事業でございます。こういった事業におき

ましても、こういったものの支援を受ける事業者さん側に育成環境の改善でありますとか

処遇の確保に取り組むということをまず宣言をしていただくということを採択の要件とし

ていただいているということ。具体的な取組として、ここは個々の項目を要件としていると

いうことではございませんが、ＣＣＵＳの活用でございますとか、労務費基準を踏まえた労

務費の支払いでございますとか、こういった部分についても点検をいただくというような

形で、予算事業においてもこういった形で意識づけのほうを深めていっているという状況

の御説明でございます。 

 ＣＣＵＳレベル別年収でございますけれども、これはもともと令和５年に公表している

ということがございましたが、２０ページに改定のポイントを示しておりますけれども、
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２１ページに具体値のほうを示してございます。特にポイントとなるのが上の囲いの３つ

目でございますけれども、これまで全国一律に１職種ごとに１の年収を下位、中位、上位と

いうことで示しておりましたけれども、ここにつきましては目標値と標準値という２つの

水準の値を設定することとしております。目標値の支払いを推奨するということ。標準値を

下回る支払いにつきましては、ここは請負契約において十分な労務費の行き渡りがなされ

ていないのではないかというような観点から、労務費ダンピングのおそれがないか重点的

に確認をするということとしておりまして、令和５年時点からの職種別の資質レベルの能

力評価基準の整備などを踏まえて、具体的な数字の定めをしているということでございま

す。 

 ２２ページ、これは七会約款と言われております、全国建設業協会、日本建設業連合会

等々によりまして定められている、ある意味民民工事の約款のひな形ということでござい

ますけれども、こちらにつきましても、先般、建設工事標準請負契約約款に入れ込みました

コミットメント条項を既定条項として入れ込んでいただいているということの御紹介でご

ざいます。 

 ２３ページ、こちらは公共工事に特化した取組についての御紹介でございますけれども、

昨年１２月に建設業法と併せて完全施行されました入契法におきまして、公共工事発注者

として、労務費が内訳明示された入札金額について中身の確認等をするということになっ

てございますので、その具体的なお作法として、労務費ダンピング調査等公共発注者向けの

ガイドラインを定めました御紹介でございます。 

 ２４ページ以降、今後のフォローアップについての御紹介、御説明でございます。 

 ２５ページ、これは労務費ワーキングで引き続きフォローアップを実施するということ

で、基準においても明示をしていただいていただいてるということ。労務費ワーキングにお

いても、まさにどういう基準の施行がマーケットに影響を与えているのかということにつ

いてもしっかり調べてほしい、フォローアップをしてほしい、するべきだというようなこと。

あるいは実際にそこで目詰まりが起きていたときに、その目詰まりはどういう部分に課題

があって目詰まりが起きているのかと、それに対してどういう改善を図っていくのかとい

うことについても、しっかりとこのフォローアップの中で取り組んでいただきたいという

ような御指摘をいただいております。 

 ポイントとしては、どういう形でこれを確認していくのかということです。行き渡りのボ

トルネックをどう把握していくのか、そういった手法としてどういう形で進めていくのか
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というような論点があるものと認識をしてございます。 

 ２６ページでございますけれども、全体としてのフォローアップの取組方針について、ま

ず御説明でございます。基本的にはまずおおむね年１回程度でこのフォローアップの調査

を実施するということ。そしてその結果でありますとかそれを踏まえた対応につきまして、

労務費ワーキングのほうで御報告させていただければと考えてございます。既に社会保険

の加入状況に関する調査でございますとか、入契法に基づく取組に係る実態調査、こういっ

たものがございます。基本的に既存の調査で対応できるものはそこで対応するということ。

項目を追加すれば足りるものについては追加するということで、回答者側の負担などもち

ょっと勘案した形で進めていければと思っています。その上でやはりこれまでの調査でな

かなかカバーが難しいというものにつきましては、これは右側でございますけれども、新た

な調査のほうを実施させていただければと考えております。 

 具体的には２７ページでございますけれども、まずは適正労務費です。基準値を活用した

形でどの程度の労務費の支払いがなされているかという部分につきまして、ここは基準値

が定まっている特定の職種分野を対象に、ある程度アンケートベースで広範に、マクロ的に

どの程度の割合が確保できているのかという部分を調査させていただければと考えてござ

います。 

 行き渡りのボトルネックに係る実態調査につきましては、これは恐らく発注者の方から

最終的に技能者を直用されている、すなわち建設工事のサプライチェーン全体を個々に見

ていくということが必要になってくると思われますので、なかなか件数を多数にわたって

実施するということはややハードルがあるのかなと考えてございますけれども、いずれに

いたしましても、まさに個別の工事に我々としてもしっかり目を向けていきながら、課題の

発掘ですとかそれに係る対応策、こういったものをあぶり出していくことによって、しっか

りと成功事例、改善事例を創出していくというような形でフォローアップ調査ができれば

と考えているところでございます。 

 右側のＣＣＵＳレベル別年収の支払い状況に関する実態ということでございまして、レ

ベル別年収が定まっている職種分野を対象にアンケート調査をやりつつ、特にしっかり見

ていく部分につきましてはヒアリング調査などをやりながら、そういった実態のほうを確

認させていただくということではないかと考えてございます。 

 最後、２８ページ以降でございますけれども、取組として継続検討事項となっている取組

が幾つかございます。大きく技能者通報制度の確立ということと、悪質事業者の見える化と
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いう、大きく２要素あるという御紹介を２９ページでしてございます。 

 ３０ページでございますけれども、賃金情報提供制度の構築に向けてでございますが、こ

れは令和７年度補正予算において、その構築に向けた検討経費を確保してございます。これ

を生かしまして、今年度中の試行運用を実施するという方向で、現在、システムの具体的な

形についての検討を進めているという状況でございます。 

 ３１ページでございますけれども、悪質事業者の「見える化」の対応ということでござい

ますが、まずは法施行後、しっかりＧメンの取組なども踏まえて、この取引、通常必要と認

められる労務費を下回るおそれのある取引事例集、先ほど御説明させていただきましたが、

こちらをしっかりと徹底するということ、あるいはそのＧメンの取組の結果を踏まえて充

実をしていくということがまずは大事であると考えております。 

 その上で監督処分につきましても、具体的にこういう対応を取ることによって違法性が

確認できたんだということをやはりお知りいただくということが非常に重要だと考えてご

ざいますので、一般的なネガティブ情報検索サイトの蓄積とはまた別の形で、こういうまさ

に違反行為の対応の概要などをしっかりと公表していくというような形で取組を進めてい

くということ、まずこれは大臣許可業者からということになると考えていますが、こういっ

た取組を進めていければと考えてございます。 

 最後、３２ページ以降、ロードマップということで、こちらは昨年６月の総会において、

法施行に向けた部分ということも含めまして、ロードマップのほうをお示しをしてござい

ます。その後、本日に至るまで、労務費に関する基準制度の全面施行を経たということで、

全面施行後以降の取組を基本といたしまして、中期的に目指すべき将来像、それに向けた具

体的な取組ということで、おおむね５年程度の取組の方向性を３４ページ以降で整理させ

ていただいているということでございます。 

 すみません、長時間になってしまいましたが、一旦私からの説明は以上とさせていただき

ます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。 

 ただいま、昨年１２月以降のスタートダッシュとして非常に多様な取組が進められてい

るという御説明がございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問がござい

ましたら御発言をお願いします。またすみませんがいつものとおり挙手をしていただいて、

お名前をおっしゃってからお話をいただければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。 
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 じゃ、よろしくお願いします。 

【宮本委員】  日本建設業連合会会長の宮本でございます。 

 労務費に関する基準の施行状況でありますけれども、日建連におきましても昨年１２月

の施行を受けまして、会員企業への周知、また会員企業を通じて協力会社への周知に努めて

いるところであります。引き続き制度の周知に努めますとともに、周知の状況の把握、実施

の状況、課題等の整理、分析を通じて、実効性の確保に向けた取組を進めてまいりたいと考

えております。 

 また適正な労務費の確保と行き渡りにつきましては、サプライチェーン全体での価格転

嫁を確実に行える環境を実現することが重要だと考えております。国におかれましては、特

にサプライチェーンの出発点である発注者の皆様の御理解が得られるように、強力な御指

導や周知徹底に向けた積極的な取組をお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま宮本委員より、日建連の取組に関し

て、特に周知ということに関してお話がございました。これから先も、実効性がある、実効

性を高めていくということで、さらにサプライチェーン全体に関して浸透していかないと

いけないということでございます。特に発注者の皆様、各社からの理解というものがその中

でも非常に重要になってくるというお話がございました。 

 そのほか……。 

 山崎さん。 

【山崎専務理事】  全国建設業協会の山崎でございます。今日は今井会長が欠席で申し訳

ございません。代理で出席しております。 

 これまで今井会長がずっと申し上げておりましたが、３ページでございます、労務費確保、

左の現状から右の目指す姿に一歩一歩近づいているんだと思いますが、問題は、ここの右の

ほうで「発注者・元請」となっていますが、実はこの公共発注者に関して言えば、やはりこ

の左の現状のままで、結局競争入札というのがありますので、どうしても発注者から元請に

行くところで下がってしまうと。最低制限価格の９２％あるいは市町村によっては８０％

といったところがあります。ここから元請が１次下請、２次下請まで労務費を１００％出す

というのは非常に大変なことでございます。できれば、ＷＧの荒木委員が申し上げたところ

でもありますが、土木学会の報告にありますように、標準歩掛で積算した積算価格の７％か

ら１０％で、まずそれを予定価格にして、そこから競争して、最終的には積算価格の
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１００％近辺で落札できると。そうすれば利潤を失わずに労務費を１００％出せるという

ことになります。今の制度ですと、利潤を削ることが前提で労務費を１００％出せ、という

ような制度になっていますので、そこら辺を改善していただければと思っております。 

 それから２つ目ですが、荒木委員は小ロット工事についてずっと申し上げてきましたが、

今回、令和８年度の積算基準で、小ロット工事の小規模歩掛の整備、あるいは標準歩掛の適

用範囲というのが示されました。これは我々の主張が実現したと理解しておりますので、あ

りがたい、感謝申し上げたいと思います。 

 ただこれはあくまで一部でございますので、ぜひそれを多くの小ロット工事に広げてい

ただきたいということ。それから適用範囲を決めるだけだとそこから先はやっぱり見積り

をしろということになりますので、できれば小規模歩掛を広範囲に整備して、見積りがなく

ても小ロット工事について積算できるようにしていただければと思います。そしてそれを

公共団体の発注工事にもぜひ広めていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま山崎さんから２点ございまして、ま

ず全体について、何層かに分かれている構造の中で、利潤が適正にそれぞれのところに分配

されるような形の取組を進めてほしいということ。２点目といたしまして、小ロット工事に

関して、スタートとしてはこれまで主張されていたことが進んできているということであ

りますけれども、さらなる整備をしていただきたいということの２点、お話がございました。

これに関して事務局から特に何かございますでしょうか。 

【事務局（髙橋）】  お答え申し上げます。 

 まず１点目の積算の関係でございます。１００％ということで落札というお話もありま

したが、今、予定価格を適正に設定するということは非常に重要だと考えております。その

ために実勢価格を踏まえて適切な積算ができるよう、いろいろな情勢を見ながら、国の取組

を地方公共団体も含めて徹底していくために、各種通知等を行っております。 

 一方でこの積算が１００％でなければというところですが、国でもいろいろモデルを持

っております。この審議会でも御紹介したと思いますが中央公契連モデルというモデルも

ございます。これにのっとりますと全体で９７％、中でも労務費は１００％確保できるとい

う立てつけになってございます。そういったことも御理解いただきながら、労務費は削らな

い中でも、ほかのところで競争していただけるというようなことを、競争性も確保しながら

やっていくということも重要だと考えておりますので、そういった中で、建設業界の皆様の
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社会情勢も踏まえた厳しさ、こういったところも踏まえながらも、一定の競争性を確保させ

ていただきたいと考えております。 

【大久保会長】  ありがとうございました。 

 それでは、森田委員、先によろしいですか。 

【森田委員】  川越市長の森田でございます。今回初めて参加させていただきます。キャ

リアとしては平成２０年から令和６年まで裁判官を務めていた者でございます。裁判官時

代には、人間関係の中で口頭で請負を繰り返すような零細建設事業者の実態も見てきまし

たので、また問題意識も抱いておりましたので、こういった審議会に関与できますことを光

栄に思っております。 

 私から２点、申し上げたいと思います。まず、技能労働者ないし建設技能者という言葉で

すけれども、これは法令上の定義づけがないということになっていますが、これだけ技能労

働者ないし建設技能者の処遇改善を進めるということですので、「建設業法上の建設工事に

従事する労働者」という言葉との関係がややこしいとかいろいろあるとは思いますけれど、

どこかのタイミングでやはり法律上の定義づけが必要ではないかと思います。これは形式

的なことにとどまらないのではないかと考えております。 

 ２点目ですけれども、建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度のポータルサイトを

拝見しました。そして市内でどのくらいの事業者が宣言しているのかを検索しようとしま

したところ、県のレベルまでしか絞り込めないつくりになっておりました。これから宣言す

る事業者が増えますと、より身近な企業を調べやすくする必要性が高まるかと思いますの

で、自由検索を可能にする形など、より身近な地域での一覧性確保のための御対応をいただ

きたいと思いました。 

 以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま森田委員から、裁判官の御経験とい

うこともあって、これもよく出てきますけれども、技能労働者、建設技能者というような言

葉に関してしっかりした法律上の定義付けが必要ではないかというお話がございました。

また今後、状況がどの程度進んでいるかということを確認するのに検索という対象として、

県のレベルだけではなく、市町村レベルまで広げていってほしいというお話がございまし

た。これに関して特に事務局からございますでしょうか。 

【小川建設キャリアアップシステム推進官】  御意見ありがとうございます。２点目の自

主宣言制度について御回答申し上げたいと思います。委員御指摘のとおり、今ポータルサイ
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トが立ち上がったばかりで、多分検索の面においてまだ十分に行き届いていないところも

あるかと思いますので、どういった形でより見やすいようなポータルサイトになっていく

のかというのは、実際、運用主体も含めながら考えていきたいと思います。ありがとうござ

います。 

【大久保会長】  よろしいでしょうか。 

 それでは、どうぞ。すみません、失礼しました。 

【土志田委員】  全中建、土志田と申します。お世話になっております。 

 私どもとしては、先ほど全建さんの山崎専務から御発言があったこととほぼ被ってくる

かと思いますが、本気でこの行き渡りを行おうとしたら、やっぱりサプライチェーンの頂点

にいらっしゃる、発注者さんがもっとしっかりと意識をしていただかないとならないんだ

ろうと。 

 昨年暮れに、ある地方自治体と我々で意見交換をしました。まず発注者さんの覚悟と責任

についてというようなことで意見交換をさせていただきましたが、これはワーキングでも

ちょっと発表させていただきましたけど、やっぱり御理解が地方自治体においては全くい

ただけていない。ほぼゼロ回答でございましたので、これでは労務費の行き渡り、要は原資

を我々はもらえないということでございます。先ほど髙橋さんのほうから公契連モデルと

いう話がありましたが、私は公契連モデル自体をもう考え直さなければいけないところに

来て、やはり山崎さんがおっしゃるように、的確な予算組みと１００％に限りなく近いとこ

ろでの落札ができる仕組み、これをつくっていただかない限り、行き渡りというのは私はな

っていかないだろうと。これはずっと申し上げているように、頂点にいらっしゃるのは我々

元請でなくて発注者さんですよと。これは官も民も一緒だと思っております。 

 ぜひその辺の御指導を、地方自治体に対してどんな形でできていくのか、これがこれから

のポイントになってくるのかな、民のほうは約款が変わって、少し変わってきたのかな、こ

れから変わりつつあるのかななんていう期待感も、これはもう日建連さんが本当に頑張っ

ていただいておりますので、我々中小にもその波が少しずつ押し寄せてくるんだろうと。本

当に１人親方でやっているような民間の地場の工事でも、やっぱり休みと給料と余暇、この

３点セットがないと職人になる人はいないということが、それが当たり前になりつつある。

これはやっぱり２０１７＋１０から１０年経った成果なのか、いろいろ手立てをやってい

ただいてるありがたさ、これをひしひしと感じながら、その行き渡りを行って、若い人たち

に希望を持って入ってきていただけるような業界にもう一度よみがえらせるのは、この中
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建審という場所で決めていかないとなっていかないんだろうというのが、私の、我々中小零

細の考え方でありますので、どうかいろんなアイデアを出しながら、さらにこの業界がよく

なることを、よくなるというより存続できるような手法をお考えいただきたい。私どもはで

きることは頑張ってやっておりますけど、なかなかその３点セット、もう中小で企業単位で

やっていますけど、そろそろもう限界になって、今の若い人たちはやっぱり余暇も楽しめる

ということ、給料が高ければいい、休みが多ければいいというだけではございませんので、

何か希望が持てるようなものにしていかないと、本当の意味で若者が入ってくる業界には

なっていかないのかなという強い危惧を持っておりますので、どうかよろしくお願いを申

し上げて、私の発言とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【大久保会長】  土志田委員、ありがとうございました。今回の行き渡りということで、

サプライチェーン全体の中での浸透ということは非常に重要であると。特に発注者サイド

の理解の浸透というものがまだまだこれから、課題があるというお話がありました。 

 先ほどおっしゃられた、休み、給料、余暇というこの３点セットというのはどこの業界で

も同じで、かなり今の若い人たちはそういうものは非常に、我々昭和の世代から比較しても

相当重視をするということになっておりますので、その辺も含めて、もし国土交通省さんの

ほうで何か今、更にお考えになられていることがあれば、この場で御披露をいただければと

思いますし、特になければ、取りあえずそれを承るということで結構だと思いますが。 

【事務局（髙橋）】  今、土志田委員のほうから、特に地方公共団体にはっきりと御理解

をいただけるようにという御指摘がありましたので、その点についてお答えさせていただ

きます。この労務費の行き渡りは非常に重要な話でありまして、先ほど、冒頭に局長からの

挨拶にもあったように、こういうことをやっている業界はもう建設業界ということで、この

労務費をしっかり行き渡らせていくための初めての取組でございます。国のほうでも先ほ

ど伊勢官房参事官のほうからいろいろ御紹介したように、行き渡りについていろいろな取

組を進めていきます。これは国の取組だけではなく地方公共団体さんにもいろいろ採用し

ていただきたいものが多々盛り込まれております。今年度以降、国としても都道府県さんと

ブロックごとに意見交換する場があります。さらに都道府県さんが主催して、管内の市町村

さんにいろいろな取組を進めていく会議の場もございます。こういった場も活用しながら、

この労務費の行き渡りについて各種ガイドラインなども示させていただいておりますが、

こういったものにのっとってどういったことをどれだけ進めていただけるか、そこにボト

ルネックはないか、しっかり検証した上で、取組を進めるために国としてもしっかりと参加
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させていただきたいと思っておりますので、そういった点も御理解いただきながら業界の

皆様の声も聞きつつ、ＰＤＣＡサイクルでこの行き渡りがさらに進むように努めてまいり

たいと思います。 

【大久保会長】  よろしいでしょうか。 

 それでは、他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

【鈴木（眞）委員】  よろしいですか。 

 今、発注者の立場から、こういったことについて積極的な関与をというお話がございまし

たので、民間側の発注者の代表として、少しお話をさせていただければと思っております。 

 まずもって建設業法の改正、全面施行に合わせた、労務費に関する基準、関連規定や対応、

実効性確保の取組について、多様な意見を取りまとめていただきまして、実行フェーズまで

進めていただいたことについて感謝申し上げたいと思います。 

 各課題について、受発注者双方の観点から取りまとめをいただいたと認識をしておりま

す。形式的な形で終わることなく、やはり運用状況のフォローアップを通じて、実質を伴っ

た取組としていくことが大切ではないかと思っています。そのためにも、今後の取組として

紹介がございました実態調査をはじめ、最前線の現場の方々の声のヒアリングなど、丁寧な

フォローアップをしていただくということが重要ではないかと思っています。 

 そういった中、我々発注者側としましても、労務費行き渡りでありましたり、重層下請構

造、それから建設業のみならず不動産業の持続可能性の観点からも大きな課題だと認識し

ておりますので、発注者としてこれからもこれらの課題に協力できる部分は積極的に関与

し、コミットメント条項の活用、先ほど御紹介がございましたけど、こういったものも活用

しながら、高い関心を持って継続的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 私からは以上です。 

【大久保会長】  鈴木委員、ありがとうございました。今、民間発注者の立場からの御発

言ということで、発注者サイドとしても運用状況のフォローアップ、それから実際どの程度

浸透しているかという実態調査、現場の声を丁寧に拾い上げるということが非常に重要で

あるというお話をいただきました。 

 最後にお話がございましたけれども、建設業だけでなくて、建設業、不動産業と一体とな

った、持続可能性のある発展ということに関して、発注者サイドとしてもこれからも努力を

重ねていくというお話がございました。 

 ありがとうございました。 
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 そうしたら、レディファーストですみません。お願いします。 

【丸山委員】  慶應義塾大学の丸山絵美子と申します。今回は契約法の専門家として参加

させていただいております。 

 今回請負契約約款にコミットメント条項が導入されたことにつきましては、学問的にも

関心を持って見てきました。コミットメント条項の書面請求などに応じなかった場合でも、

即座に契約解除といった私法上の効果に結びつかないということは、前々回確認させてい

ただいたところなのですけれども、条項の導入状況のみならず、その導入の後に実際にこう

いった規定というのがうまく機能していくのかという点にも関心を持っておりまして、ぜ

ひ、そのような観点からも丁寧なフォローアップをいただければと思います。 

 また既に言及がありましたように、この市場における競争というものが、今後どのような

形で行われていくのかというのも重要であるという印象があります。こういったことも国

民に分かるような形で、情報の発信というのがされるとよいのではないかと思います。 

 以上です。 

【大久保会長】  ありがとうございました。今、丸山委員から、法的な意味で、当然規定

ということで条項が制定されるわけでありますけれども、実際その後にどのように運用さ

れているかというフォローアップが非常に重要というお話がございました。 

 それではすみません、押味委員、お願いします。 

【押味委員】  今日のお話は行き渡りに対する調査を進めていく上においては、今のよう

なやり方で一つ一つ丁寧にいわゆる分析をしていくということは絶対必要だと思うのです

けれども、どうしてもそのベースになるのは設計労務単価なものですから、まず設計労務単

価の決定に当たっての、いわゆる仕方を少し変えていただきたい。それは何かといいますと、

実態調査の結果を反映させる現行方式ではなく、政策的に引き上げていくということをや

っていかないと、いわゆる民間の全産業における賃金水準に、我々の単価、建設業の単価が

追いつかないという現状があります。その根本的な話は、先ほど来話になっている重層化の

話だと思うんですね。 

 したがって、実態調査の結果を反映させて労務単価を決定していくというやり方だけで

は、どうしても全産業の平均に追いつかない。全産業の実態に併せた政策的な単価を設定し

ていただくようにぜひよろしくお願いしたいと。これをやっていただければ、まずベースが

基本的に満足のいった状態になります。このベースが満足のいく状態になった上で、行き渡

りをチェックするというのがやっぱり正しいやり方ではないかと思いますので、ぜひそれ
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をお願いをしたいということと、労務費に関するもう１つの点は、いわゆるスライド条項に

おける１％条項で受注者負担というのが行われていることに関しては、もうこれを取り下

げていただかないと、発注された後のことでございますので、ぜひこれは労務費を確保する

という意味でも必要なことではないかなと思っておりますので、本題とはちょっと違う話

になるかもしれませんけども、そのベースに関わる部分について、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま、押味委員から２点ございました。

まず１点目は、設計労務単価というものがベースのところの決定ということで非常に重要

になるわけでありますけれども、そのやり方を少し変えていってほしいと。要するに実態調

査だけをベースにするものではなくて、やはり政策目的というものを加味した形で変えて

いってほしいというお話。 

 それから２点目といたしましてスライド条項、１％条項といいますか、これに関して労務

費の確保ということから、見直し、もしくは取り下げということを検討いただきたいと。こ

の２点のお話がございましたけれども、これに関して事務局からよろしいでしょうか。 

【小川建設キャリアアップシステム推進官】  御意見ありがとうございます。 

 １点目の公共工事設計労務単価のところについて御回答申し上げます。今回その労務費

の基準について公共工事設計労務単価を用いて設定しているというところもありまして、

昨年１２月に勧告されました労務費に関する基準におきましても、まずはこの労務費に関

する基準というのが、公共工事、民間工事全体を通じて公共工事設計労務単価並みの水準の

労務費・賃金の支払いを確保しましょうと。それによって他産業並み以上の水準への処遇改

善を実現しましょうという、そういった形で労務費に関する基準でも明記されているとこ

ろでございます。 

 ですので実際に今の現状ですと実態調査がそれだけで大丈夫なのかという、そういった

御意見かと思いますが、この労務費に関する基準とそれに併せた各実効性確保策を合わせ

ることで実勢賃金が上昇すればそれを踏まえた調査が行われて、それを踏まえて公共工事

設計労務単価が上昇するという、そういった実勢賃金の上昇と公共工事設計労務単価がさ

らに上昇する、そういった好循環が生み出されて、それが結果的に建設業が中期的に持続可

能なものとなるという、そういった形で、労務費に関する基準のほうでも考えているところ

でございますので、まずはこの労務費に関する基準の制度を適用して、それが設計労務単価
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の上昇につながる、そういった好循環を生み出せるような形で取り組んでまいりたいと考

えてございます。 

 以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。他にどなたかから……。 

 じゃ、よろしくお願いします。 

【渡邊委員】  都市再生機構の渡邊と申します。私も発注者という立場でございまして、

公的機関に近い役割を担っていると認識しております。 

 私自身、労務費ワーキングから参加しておりますので、この点は発注者として強く受け止

める必要があると感じております。先ほど地方自治体における意識の課題についてお話が

あったところでいきますと、この点は発注者として強く受け止める必要があるということ

を感じているところです。見積り条件や契約条件などで、発注者側の在り方によって、労務

費の適切な確保が十分に行われない条件が生じ得るとすれば、意識の違いに左右されず適

正な対応がなされる仕組みが必要であると強く感じたというのが１つでございます。 

 ２つ目としましては、予定価格についてですが、発注者の立場としましては、落札率を前

提に工事が行われることを期待するのではなく、適正に算定した内訳に対して工事が実施

されることが本質だと思っております。その上で行き渡りのボトルネックに関わる実態調

査を行っていただくということは極めて重要な取組であると認識しております。冒頭、伊勢

官房参事官の方からなかなか件数は多くはできないというお話はございましたが、工事の

種類が多様である中で対象が限定されると、結果に偏りが生じる可能性も懸念されます。そ

の辺は余り詳細をワーキングの中で検討できておりませんが、非常に大事な部分だと考え

ておりますので、継続的に把握できる仕組みの検討が重要ではないかと考えております。本

件は、引き続き国土交通省において検討を進めていただければ幸いです。 

以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま渡邊委員から２点ございまして、

１点目は発注者としての立場として、地方公共団体の意識の向上に関して非常に重く受け

止める必要があるというお話。それから２点目として、予定価格でありますけれども、行き

渡りの実態調査の方法といいますか範囲ということに関してお話がありましたけれども、

特に２点目のところに関してお願いします。 

【伊勢官房参事官】  渡邊委員からの御指摘についての御回答です。資料１の２７ページ

で新たに取り組むこととさせていただきたいフォローアップ調査３類型をお示しいたしま
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したが、左の適正労務費の反映状況でありますとかレベル別年収の支払い状況、こちらにつ

いては基本的には大きな塊としては同じ対象を調査のターゲットとして、経年変化でどう

改善しているかということを見ていくのかなと考えております。 

 片や、この真ん中の実態調査につきましては、今、委員の皆様方からも例えば発注者ごと

に見ていくべきだ、あるいは市町村発注工事を見るべきだ、様々な類型について目を向けて

いくべきだというようなお話がございましたので、基本的には違う工事のサプライチェー

ンを、これは毎年フォローアップとしてやっていくものですので、違う工事を年ごとに見て

いくのではないかと考えております。 

 今日出たような意見もお伺いしながら、あるいはワーキングで出た委員の御意見も伺い

ながら、優先順位をつけながら、順次、様々な工事について見ていくというようなことが大

事なのではないかなということでございます。できるだけ件数は多めに取れるようにとい

うことで最大限努力をいたしたいと思いますが、様々な工事について順を追って、テーマを

決めてやっていくというような取り組み方で進めさせていただければなと考えてございま

す。 

【大久保会長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 その他、どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 今日も非常に様々な御意見、御質問等をいただきました。報告事項ではございますけれど

も、本日委員の皆様方からいただいた意見等につきましては、事務局において、ぜひ今後の

検討の参考にしていただければと思います。やはりこれからこの執行状況に関するフォロ

ーアップというのはまた非常に重要になってくると思いますので、適宜、この審議会におい

ても進めていきたいと考えております。ありがとうございます。 

 それでは続きまして、議事の２つ目の、昨年６月から開催されてきました「今後の建設業

政策のあり方に関する勉強会」の取りまとめ及び今後の対応について、事務局より御説明を

お願いします。 

【山影建設業政策調整官】  建設業課の山影でございます。御手元に資料２－１のほうを

お願いできればと思います。 

 １ページ目を御覧ください。昨年度、「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」とい

うものを設置してございます。趣旨でございますけれども、上の箱の２つ目の丸にございま

すように、様々な課題や変化を乗り越えていくためには、今日的に優れた建設企業というも
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のはどういう企業なのかといった論点につきまして、左下に開催概要を付けてございます

けれども、昨年の６月から今年の３月にかけて、会議を開催してございます。また右下でご

ざいます。委員の構成をつけておりますけれども、それぞれの御立場から建設業に関わって

おられる有識者の方に御参画いただきまして、検討を重ねていただいたというところでご

ざいます。 

 ２ページ目に進んでいただければと思ってございます。今般勉強会での検討の成果につ

きまして、４月３日に取りまとめということで公表をしてございます。その取りまとめの概

要をまとめたものが２ページ目、３ページ目でございます。 

 まず１ポツ、「はじめに」のところでございますけれども、この勉強会の検討の経緯や契

機といたしましては、生産年齢人口の減少が進んでいく中で、様々な変化に的確に対応して

いくためには思い切った取組が求められているというような問題意識に立ちまして、御議

論をいただいたところでございます。 

 その下の２ポツ、「建設業の特性と残された課題」のところにございますように、担い手

３法という形で、私ども３度にわたり法改正を行うなど、様々な施策を講じてきたところで

ございますけれども、なお残されている課題があるのではないかということで、産業構造、

契約慣行、それから働き方という形で３つに整理いただいたところでございます。 

 それぞれ、まず産業構造でございますけれども、繁閑が存在しており、それがゆえに直用

ではなく外注する傾向につながって、それが重層下請構造の形成の要因になっているので

はないかといったことですとか、他産業と比べまして中小、零細が多くて、人材ですとかＤ

Ｘ投資の観点から課題があるのではないかといったこと。それから中ほど（２）でございま

すけれども、契約慣行という部分につきましては、総価一式で請け負うという契約慣行にお

きまして不透明性の存在でございますとか、口頭契約がいまだにその慣行が根強いといっ

たこと。 

 それから一番右、働き方に関しましては、４割の技能者が日給制であったり、また建退共

という仕組みがございますけれども不十分な退職金額であることなどが、魅力ですとか入

職においてネックになっているといったこと。それから天候などに働き方が左右、影響され

てしまうといったことですとか、さらには働き方に関しまして建設業特有の規制があるこ

となどにつきまして、残っている課題ということでまとめていただいたところでございま

す。 

 その上で３番、「建設業の目指すべき方向性」といたしまして、勉強会のほうでは、２つ
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の視点、１つは信頼、それからもう１つが生産システムの「高度化・効率化」という、２つ

の視点を御提示いただきました。左側の信頼のほうでございますけれども、人材、それから

取引の相手方、学生や保護者などから、ひいては社会や国民に信頼される産業であるべきと

いったこと。それから右側、青の部分でございますけれども、生産年齢人口が減少していく

中では生産性を上げていくということが重要でございます。施工の自動化といった工事自

体の高度化・効率化はもちろんのことでございますけれども、加えて、個社の企業経営です

とか業界の構造・慣習についても見直しに取り組んで、全体の高度化・効率化を進めていく

ことが重要との御示唆をいただいた上で、（２）の目指すべき産業の姿ということで、３つ

の産業像を御提示いただきました。 

 １つ目が「人を大事にする」産業ということでございまして、こちらは能力ですとかライ

フステージに応じて、処遇ですとか柔軟な働き方を実現して、活躍できて働きがいがあるよ

うな、そういった意味で労働市場から信頼、評価、選ばれる産業を目指すべきということで

ございます。 

 それから２つ目、中ほどでございますけれども、真に「経営力」のある産業ということで、

人材やＤＸ投資を適切に実施し生産性を上げていって、企業としての技能、技術を向上させ

て良い仕事を行って、そういうことで関係者から信頼されていく。そういう形で経営を磨い

ていくような産業を目指すべきということ。 

 それから３つ目、右下でございますけれども、「未来に続く」産業ということで、透明性

ですとか生産性を上げていってアップデートを図っていって、人材が将来、未来を託せるよ

うな、発展を続けられるような産業を目指すべきということ。この３つの産業像を御提示い

ただいたところでございます。 

 ３ページ目を御覧いただければと思います。３つの産業像に紐づく形で、以下に記載して

おりますような施策の検討が必要ではないかということも併せて御提言いただいたところ

でございます。 

 例えばでございますけれども、①「人を大事にする」産業というところにつきましては、

１つ目の丸、更なる処遇改善でございますけれども、労務費の確保・行き渡りの徹底を図っ

ていくということはもちろん必要でございますけれども、それに加えまして月給制への転

換を進めていくべきではないかといったことでございますとか、それから３つ目の丸、人材

育成のところでございますけれども、業界全体で人材育成をサポートすべきではないかと

いったこと。 
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 それから中ほど、②真に「経営力」のある産業というところでございますけれども、２つ

目の丸の規模のメリットのところでございますが、人材・ＤＸ投資の余力を生み出していく

上では、企業の規模を大きくすることも１つの選択肢として有用でございますので、そうい

った経営判断をされるときに、何か支障になっている建設業関係の制度があれば見直すべ

きではないかといったことですとか、当座、事業承継に悩んでいる企業へのサポートを強化

すべきということ。それから、その下の丸でございますが、民間工事も含めてＡＩ・デジタ

ル技術の積極的活用などによって、生産性向上を図っていくといったこと。 

 それから右側、「未来に続く」産業ということでは、重層下請ですとか業界慣行の改善や

見直し、それからイメージ改善といったことなども御提示いただいているところでござい

ます。 

 またその下の箱の部分でございますが、３つの産業像ですとか、個々の施策の実現を図っ

ていく上で、経営事項審査といった建設企業を評価する仕組みについても検討すべきとい

った御提言をいただいているところでございます。 

 最後、４ポツ「おわりに」のところでございますけれども、改めて関係者が一体となって

建設業のあるべき姿などを検討する場を立ち上げるべきということで締めくくられている

ところでございます。 

 続いて資料２－２をお願いできればと思います。今、御説明いたしました勉強会の提言を

受けまして、今後、関係者にも御参画いただいた上で、今後の建設業について検討を行う場

を立ち上げたいと考えているところでございます。 

 趣旨のところでございます。１つ目の丸にありますように、直近の建設業のビジョン、

２０１７年にまとめられました「建設産業政策２０１７＋１０」になりますけれども、これ

から間もなく１０年というタイミングでもございます。そのため、３つ目の丸に記載の、従

前からの課題ですとか、環境変化、新たな事象なども踏まえまして、４つ目の丸にございま

すように、人材が希望を託し、成長を実感できて、それが我が国の競争力ですとか経済成長

を支える建設業の実現に向けた、そういった検討を関係者で進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 主な議題のところでございますが、１つ目の丸にございますように、まずは２０１７＋

１０の検証も行いながら、２つ目の丸にありますような、勉強会でも提示されました産業の

あり方ですとか、その下の丸、これを実現するための取組、こちらについては制度だけでは

なくて業界側の取組を含めまして検討を深めて、全体を新しいビジョンとして取りまとめ
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たいと考えているところでございます。 

 下、進め方のところでございますけれども、勉強会でも示唆のございました経営事項審査

といった制度の専門的な検証につきましては、ワーキングを設けるような形で、並行して議

論を進められればと考えているところでございます。 

 次のページを御覧いただければと思います。委員構成でございますけれども、有識者の方

に加えまして建設業関係団体の皆様にも御参画いただきまして、具体的な議論を行ってま

いりたいと考えているところでございます。 

 また、スケジュールでございますけれども、この資料の４枚目のところの横の表を御覧い

ただければと思ってございます。本日このような形で、中建審の場で立ち上げについての御

説明をさせていただきましたけれども、夏頃に検討の場を立ち上げて検討をスタートさせ

まして、来年夏頃に新たなビジョンの取りまとめができないかと考えているところでござ

います。 

 資料２－３は、勉強会の取りまとめ本文になりますので、説明は割愛させていただければ

と思います。お時間のあるときにお目通しいただければと思います。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして御意見、御質

問などございましたら御発言をお願いしたいと思います。 

 どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 じゃ、よろしくお願いします。 

【西野委員】  京都大学の西野です。 

 生産性向上や、人材配置、技術者配置の合理化に関する議論、取組の中でも、施工段階に

おける実際の業務の実態把握、それから役割分担や業務の位置づけの整理がとりわけ重要

ではないかと考えます。施工段階では、施工に関与する主体による詳細図、総合図の作成と

か設計変更対応など、設計内容の具体化、詳細化、設計内容を確定するための業務が多くあ

りますけれども、それらが制度上十分に明確には位置づけられていません。その背景として

は、設計と施工の役割分担ですとか、設計図書の詳細確定の程度に関する不十分な整理があ

ると思います。こうした業務が十分に可視化されないままですと、１人当たりの業務量や施

工段階での付加価値を適切に評価するということが難しくなり、生産性の向上とか人材配

置の合理化の議論に影響する可能性があると考えます。 

 技術者、技能者の担い手確保、人を大切にするという観点からも、これらの業務内容や負
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担に応じた適切な評価、それから適切な対価の在り方について検討していくことが求めら

れるのではないかと思います。 

 以上を踏まえまして、設計と施工の役割分担や施工段階の業務の位置づけを、今後の議論

の中で改めて整理していくことが重要ではないかと考えております。 

 以上です。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま西野委員から、施工段階における実

態把握というものが重要であるということをベースに、設計内容の具体化とか詳細化とい

うところに関してまだ明確に詰めるところがあると、設計と施工の役割分担というか分担

の可視化というものが、今後業務内容全般の適切な評価というところにつながるという上

で非常に重要になるというお話がございましたけれども、これに関しまして、特に事務局か

ら何かございますでしょうか。 

【山影建設業政策調整官】  今、まさに実際の業務の実態把握でございますとか、それか

ら請け負う側だけではなくて設計のほうも含めて、いろいろ考えていかなければという御

示唆だったと思ってございます。いずれも今後の検討の中でしっかりと受け止めていきた

いと考えているところでございます。 

【大久保会長】  よろしくお願いします。 

 それではどなたか、宮本委員、お願いします。 

【宮本委員】  日本建設業連合会の宮本でございます。 

 今回取りまとめていただいた内容によりますと、今後の対応について、成長産業としてあ

らゆる人材が将来に希望を見いだせる建設業の実現に向けて、関係者が一体となり、今後の

建設業のあるべき姿や具体的な建設業政策について検討を行う場を立ち上げるべきとされ

ていると思います。 

 日建連におきましても、昨年７月に建設業の長期ビジョン２.０を公表したところであり

まして、その長期ビジョンでは２０５０年の建設業の姿を示すとともに、２０３５年に向け

て、技能労働者不足見込み１２９万人と試算をして、建設業がさらに進化していく道筋を提

言したところであります。これによりまして建設業の建設の力の強化として、生産性２５％

向上、選ばれる産業への変革として、異次元の処遇改善。これを実現して、その基盤として

サプライチェーン全体でWin-Winな関係の構築の道筋を示したつもりでおります。 

 このことを踏まえまして、今後の建設業のあるべき姿や具体的な建設業政策につきまし

て、様々な機会に、先ほども検討会、ワーキンググループの話がございましたけれども、そ
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ういった場において積極的に意見を申し上げていきたいと考えておりますので、今後とも

よろしくお願い申し上げます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。まさに成長産業としての建設業のあるべき姿

ということでありますけれども、やはり今非常に企業に求められてるということは、成長を

どう進めていくか。当然サステナビリティということも必要になってくるわけですけれど

も、持続可能性を高め、そしてさらに成長していくと。そのためには、長期ビジョンでも示

されているような生産性の大幅な向上や、処遇の大幅な改善ということ。それによって多分

人材確保ということになってくるわけだと思いますけれども、非常に様々な、多様な課題が

ある意味絡み合っているといいますか、いろいろ解決していかなければいけないことが多

いということで、この今後の検討の場というところにぜひ生かしていってほしいという御

意見でございました。 

 ほかにどなたか……。 

 それじゃ、山崎さん、お願いします。 

【山崎専務理事】  全建の山崎でございます。 

 この勉強会で、特に月給制への転換を取り上げていただいたことに、感謝申し上げたいと

思います。やっぱり日給制が多いというのが建設業界で非常に障害になっていると言って

は失礼かもしれませんけど、例えば週休２日制をやると、それから夏が暑いので変形労働時

間を使って夏休みを取ろうという政策をやっても、結局、日給制の人はどうするんだという

ことで、そんな政策を取られたら日給制の人たちは困るぞと言ってなかなか進まないと。こ

の日給制の人たちがメイン、４割というのをメインと言うかどうかは分かりませんけど、そ

ういう中で新しい人たちが本当に来てくれるのかと。こういう昔の人手余剰の時代にでき

た慣行からなかなか抜け出せないのが今の建設業界の実態なので、これをぜひ、月給制を原

則にしていただきたいなと思っております。 

 そのために、やっぱり日給制にする一つの原因が、受注産業なので受注できなかったとき

にどうするんだと、そのときは遊ばせておくのかと、給料を払いたくないという、そういう

人たちが多いんですよね。それは一つここに書いてある解決策として労働力の融通という

ものを書いていますけど、これは今、派遣法で禁止されているのが非常に大きな障害になっ

ていると思っております。繁閑差があるときに、暇なときに忙しいところに人を出せるよう

にしたら月給で雇ってもいいという業者も増えるのではないかと。今それができないので

何をやっているかというと、下請になりますという形で繁閑調整をしているわけです。重層
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下請構造の一つの原因は、派遣ができないということが一つあると思います。決してパソナ

のような派遣業を専門にやる業者を導入したいというわけではなくて、月給制にして、労働

者がどうしても余ってしまうというときに融通できる、そういう業界内の融通がきちんと

できる、そういったことが必要ではないかと思います。 

 それともう一つ、建設業界の中で、業界というか国交省の政策も含めて、日給制を前提に

し過ぎているのではないかと。例えば労務単価を調査していますけど、１０月の一月だけな

んです。１０月というのは一番働く時期です。その時に月給制の人たちは、やっぱり労務単

価がどうしても、１日当たり１時間当たりが減ってしまうんですよね。むしろ８月の一番休

みが取れる時期に月給制の人たちがどれくらいの労務単価で働いているのか、そういう調

査もして、やっぱり月給制で夏休みを十分取って、そういう人たちでもきっちりとした労務

単価がもらえる。そういうことにしないと賃金も上がらないし月給制にはしたくないなと

いうことになってしまうのではないかと。 

 それと建退共、複数掛金とかこういう改正も大事ですけど、建退共自身がやっぱり日給制

を前提にしていると。これをやっぱり日給制じゃない、月給制でもできる建退共制度という

ものをぜひ検討していただければと思っています。 

 それから生産性の向上、投資の促進とありますけど、これはすごく大事なことなんですけ

ど、そのためにも利潤が必要で、その利潤のためには、先ほどから言っている、入札制度で

利潤がゼロだったら９２％で落札できる、労務単価は１００％にしても利潤がゼロだった

ら落札できるという、そういう今の入札制度になっているわけですね。そこをぜひ変えて、

今は品確法でも予定価格は適正な利潤を入れられるとなっていますけど、最低制限価格は

利潤はなしで施工さえすればいいという、施工体制だけで最低基準を決めるというふうに

なっているので、そこを品確法自身も見直していただいて、最低価格でも適正な利潤が持て

る、そのような制度にぜひ変えていっていただければと思います。 

 それから外国人材の適正な受け入れ。これは非常に大事なことで、今、技能者については

ＪＡＣが非常に頑張ってやっていただいていますけど、技術者ですね。技人国で入国する人

に対して、今、何の支援もないということでございます。技術的なことは分かっていても日

本語能力が足りないという外国人材がすごく多いです。そういう人たちの日本語能力、特に

地域での共生には日本語がすごく大事なので、技術者の日本語能力とかあるいは技術者の

採用とか、そういったことにぜひ支援をしていただきたいと考えております。 

 以上です。 
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【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま３点ございましたけれども、最初の

ところは日給制と月給制というところ、かなり全体の構造問題、構造的な課題という部分で

あると思います。やはり繁閑調整というものをどう行っていくかと。そういう中で、全体の

サプライチェーンとしてのサステナビリティをどう確保していくかというところと、まさ

につながってくるお話であると思います。 

 また２点目として、しっかりした利潤を確保する必要性ということで、現行入札制度に関

してやはり一部変更が必要ではないかというお話でございました。 

 ３点目としましては、当然建設業にかかわらず、人口減少の中での外国人材の導入という

ところに関して、特に技術者の入国の支援、特に語学という点が非常に重要だというような

お話がございました。 

 これに関して特に事務局からコメントございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 これは今後の検討のところで、またしっかりと対応させていただくということだと思い

ます。 

 他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

【藤澤委員】  日本空調衛生工事業協会の藤澤でございます。 

 今後、建設業政策のあり方についての勉強会をまた継続して、先ほど宮本委員の御発言が

ございましたように、成長産業としての建設業といったことで、次の多分「２０２７＋１０」

になるんでしょうか、こういったことを検討していくということでございますが、私どもと

日本電設工業協会、いわゆる設備業界、２団体ございますけれども、特に昨今、設備に関し

ていろんな捉え方等々、いろんな意味で注目をされているのではないかと思っております。

いろんな捉え方はあるんですけれども、公共工事はもちろんのこと民間工事におきまして

も、都市部の再開発であるとか病院等の重要な社会インフラ施設、そして代表的なのは産業

分野の投資でデータセンターや半導体工場等ございますが、特にそういった中で、果たすべ

き役割の比率が高まっているのではないかとは拝察をしております。 

 ＤＸにつきましても、いろんな意味で設備に関してもそれなりの新しい見方等もござい

ますので、委員の候補として、設備工事業団体からは多分なったことがないと思いますので、

違った形での意見という形で設備工事業という視点からも、この次の世代の、建設業の次の

世代のための方向性を出す会に参画させていただければと思っております。 

 よろしくお願いします。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま藤澤委員から、先ほど宮本委員から
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もお話がありましたけれども、成長産業としての建設業ということを考えていく上で、今、

実際の建物という意味でも非常に多様化が進んでいるということで、それに伴って設備に

関する捉え方、設備の重要性というものがますます高まっているという中で、今後の検討に

対して、当然その設備を担っている業界としてもしっかり参画をしていきたいというお話

がございました。 

  

 森田委員、すみません、失礼しました。 

【森田委員】  川越市長の森田でございます。 

 技術者不足の実情について訴えさせていただきたいと思います。川越市では技術職員の

不足が生じておりまして、募集をしても予定人員を採用できない状況が続いております。ま

た学校のトイレや空調の整備事業が増加していることを背景に、入札不調の割合が高まっ

ておりまして、昨年度は１１.８６％、特に建築分野では３７．７４％となっておりますが、

不調の原因を事業者にアンケート調査したところでは、種々回答ありましたけれども、中に

は主任技術者が不足しているためという回答も上がっておりました。 

 本市では、事務職から技術職への転向を促したり、技術職員の定着を促すために、技術職

員のポストを増やす必要性を認識しているところですけれども、国全体としても、技術者の

人材育成の充実に取り組んでいただくことを願っております。お願いでございます。 

 以上です。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま森田委員から、技術者不足の実態と

いうことで、国全体として技術者をしっかり育てていく取組が必要であるというお話があ

りました。この辺りにつきましても、また、今後の検討の中でしっかりと課題として取り上

げていきたいと思います。 

 他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 では、岩田委員。 

【岩田委員】  すみません、建専連の岩田です。 

 まず現状の報告といたしまして、技術者が今、足りないというお話がいろいろございまし

たけれども、技能者は相当数余っています。これはどこに行っても言われるんですけれども、

日本全国暇で、一部のエリアだけ職人がちょっと不足、稼働率で１００％ぐらいというとこ

ろがありますが、それ以外は相当暇な状況です。何が起きてるかというと、「飯を食わせる

ために社会保険に入れと言われて社会保険に入れたのに、飯を食わせるために下げてても
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取らなしゃあないですやんか」という状況になっているわけです。７月に全国回りをやって、

これまでは仕事が忙しかったから何とかグリップして標準労務相当額をもらって流して行

こうと全国の専門工事業団体を引っ張ってきましたけれども、これだけ暇になってくると、

なかなかこの標準労務費どころじゃないですよという声がこれからどんどん蔓延していく

と。 

 ですので、先ほどの労務費に関する基準の状況というところで、ここは粛々と進めていっ

ていただきたいと思いますし、調査の中で請負の平均値を取って、どこのエリアがどれぐら

いの価格でやってるのかという、全国を俯瞰して見ていただくと、スーパーゼネコンさんな

のか、地場ゼネコンさんなのか、中小のゼネコンさんなのか、どこがそこを牽引しているの

かというのも透けて見えてくるのではないかなと思います。 

 その上であり方勉強会について、非常に期待をしておりました。しかしながらできそうな

ところは踏み込んで表現をされているんですけれども、２ページの産業構造のところで「業

務量の繁閑差の存在」、「経営の安定性を損なうおそれ」というような表現でさらっと書いて

ありますけれども、これが一番の問題なわけです。我々専門工事業の一番の問題点は、仕事

の量にものすごい波があるということ。それと、それによって価格が安定しないというこの

２点が問題だったわけです。それで忙しくても暇でも価格安定ということで踏み込んで労

務費用、標準労務費用という目安の設定に今回取り組んでいただいた。 

 目安はつけていただいたので、これからはこの業務量の繁閑差をどう埋めていくのか。そ

れは２つ考え方があります。仕事の量を平準化していくという考え方と、稼働率、要するに

労働量をどう調整していくかという考え方の両面であると思いますけれども、その中の課

題としてさっき山崎委員が言われたような派遣の問題であったり、年間変形労働の利用が

課題として出てくると思うのですけれども、ぜひともこの辺のところに踏み込んで、ワーキ

ングにかかっていくということですので、どこの産業もこの仕事量の繁閑ということに対

する対応をされていると思うので、建設業でもその視点も必要と思いますので、委員に経済

学者の方々にも参画いただけるようお願いしたいと思います。 

 これを、サプライチェーン全体で仕事量の繁閑差をどうしていくんだということを、今す

ぐに何か結論が出るのではなくても、ここの議論をずっと続けていくことによって、安定経

営につながっていくと思います。この繁閑差の議論を放置したままでは、処遇改善を進めた

ところから間違いなく潰れます。これはぜひともお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま岩田委員から２点ありました。まず

現状に関する報告ということで、確かに技術者については不足をしているのですけれども、

一方で技能者については余っている状況にあるというお話がありました。こういう状況の

中でやはり労務費の基準の浸透ということを進めていくということにいろいろ課題もある

ということ。実際問題として２点目にも、業務の繁閑差に対してどう対応していくかという

ところにつながっていくわけでありますけれども、やはり会社としての経営の安定性とい

うことからすると、この業務の繁閑ということに対してどう対応していくのかと。先ほどの

日給制と月給制の話とも絡んでくるわけでありますけれども、そういうものを含めてサプ

ライチェーン全体の課題として継続的に検討を進めていってほしいと。最終的に課題の解

決まで、いつの時点で至るかというところはあるかとは思いますけれども、やはりそういう

ことに関して、業界全体、発注者、受注者を含めた全体のサプライチェーンの中で考えてい

く必要があるというお話をいただきました。 

 ありがとうございました。 

 他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは報告事項ではございますけれども、本日、多数の委員の方からいただきました御

意見につきましては、事務局において今後の検討の参考にしていただければと思います。ま

た新たに設ける検討の場の取りまとめの結果について、本審議会に御報告いただきますよ

うお願いします。 

 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 続きまして議事の（３）ということで、改正物流効率化法の施行に伴う中央建設業審議会

の所掌事務追加について、それから議事の（４）最近の建設行政の動向について、この２つ

を併せて事務局より御報告をお願いします。 

【山影建設業政策調整官】  建設業課の山影でございます。 

 それでは資料３のほうを御手元に御用意いただければと思います。前後して恐縮でござ

いますけれども資料３の２ページ目をまず御覧いただければと思います。こちら、令和６年

５月、物流に関する弊省の法律の改正が行われまして、建設企業を含む荷主に対して規制的

な措置が講じられることとなったところでございます。具体的には赤枠で囲っているとこ

ろでございますけれども、物流効率化のための計画の作成などが義務づけられまして、また、

その実施状況が不十分な場合には国が勧告・命令を行うというような、こういった仕組みが

４月から施行されたところでございます。 
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 この仕組みと中央建設業審議会との関係でございますけれども、戻っていただいて１ペ

ージ目のほうを御覧いただければと思ってございます。１ページ目の上の文章のところを

御覧いただければと思います。２行目のところでございますけれども、まず勧告・命令の勧

告のほうでございますが、こちらについては地方整備局長のほうにおいて実施するもので

あります。万一この勧告に建設業者が従わない場合につきましては、３行目のところでござ

いますけれども、国土交通大臣が中央建設業審議会の意見を聞いて命令を行うというよう

な仕組みとなってございまして、この関係で国土交通大臣のほうから意見の聴取を求めら

れるというような事務がこの４月から追加されてございますので、所掌事務の追加という

ことでこの場で御報告させていただくものでございます。 

 続きまして議事（４）の関係ということで、資料４のほうを御手元に御用意いただければ

と思います。前回の１２月の中建審以降の最近の建設行政のトピックにつきまして、幾つか

御報告をさせていただきたいと思ってございます。 

 まず１ページ目でございますけれども、予算の関係でございます。令和７年度補正予算に

おきましては、下の点線の箱の部分でございますけれども、２兆８７３億円。それから上の

部分、令和８年度予算でございますけれども、５兆２,９５０億円の公共事業関係費を計上

したところでございます。引き続き予算の確保に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 続きまして２ページ目でございます。２月に労務単価の改定を行ってございます。全国の

ところで、全職種平均で前年比４.５％の増となってございます。また３ページ目にこれま

での推移をグラフにしているものでございますけれども、これで１４年連続の上昇となっ

たところでございます。 

 続いて４ページ目をお願いできればと思います。労務単価の改定に併せまして、３月

１９日、大臣と建設業４団体のトップの方との間で意見交換を行ってございます。この中で、

賃金については「おおむね６％の上昇」を目指すということ。それから生産性向上について、

各団体において取組をしっかり推進していくということを申し合わせておりますし、また、

今日御議論いただきました改正建設業法でございますけれども、これを民間工事ですとか

各現場に浸透・定着させていくことの重要性についても確認させていただいたところでご

ざいます。 

 続きまして５ページを御覧ください。働き方改革の関係でございますけれども、近年の酷

暑の状況を踏まえまして、猛暑の期間や時間を回避した工期設定の工夫が可能であるとい
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ったことですとか、必要な経費の確保などにつきまして、昨年１２月に猛暑対策サポートパ

ッケージということでまとめて公表させていただいたところでございます。今年の夏に向

けても、こうしたものも少し提示させていただきながら取組を進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 次に、６ページ目からでございますが、外国人材の関係でございます。６ページ目は現状

の資料でございますけれども、約１７万人の外国人材の方に建設分野で御活躍いただいて

いるというところでございます。７ページ目から付けておりますのが最近のトピックとい

うことで、本年１月に、いわゆる分野別運用方針というものを閣議決定したところでござい

ます。赤枠で囲っておりますけれども、建設分野もその受入れ分野の一つといたしまして、

例えば２番のところでございますけれども、受入れ見込み数でございますとか、それから

８ページ目のほうに移っていただきまして４番のところでございますけれども、今般、令和

９年４月から技能実習に代わりまして育成就労制度がスタートすることに関連いたしまし

て、転籍制限期間のほうを２年とすることですとか、従来の技能実習と同様に上乗せ基準を

設定することについても、盛り込まれているところでございます。 

 次に、９ページ目を御覧いただければと思います。こちら、日本建設業連合会さんと不動

産協会さんとの間で、円滑なコミュニケーションを図り、課題解決に連携して取り組むため

の協議体を立ち上げることとなったということの御紹介でございます。先日、９日に国土交

通大臣のほうにも両団体が面会にいらっしゃったときの模様を資料にしてございますけれ

ども、この資料の下の箱でございます、翌日の会見におきまして、大臣からも民間同士のパ

ートナーシップ構築、連携強化のリーディングケースとして期待というような発言もあっ

たことも含めまして、今回御紹介させていただくものでございます。 

 最後、１０ページ目、１１ページ目でございます。中東情勢に関係する資料をお付けして

ございます。 

 １０ページ目は関係閣僚会議の資料でございますけれども、現在、国土交通省全体として、

各分野における重要物資の供給確保について、経産省と連携・協力して対応を行っていると

ころでございます。 

 また建設分野につきましては、１１ページ目を御覧いただければと思います。３月の下旬

から建設業団体、官民の発注者に対しまして、円滑な価格転嫁などにつきまして要請、周知

を行っているところでございます。また直近ですと４月以降ですけれども、下に２つ書いて

ございますけれども、溶剤等につきまして、安定的な調達に関する協力もお願いしていると
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ころでございます。引き続き価格、供給の動向を注視して、業界の皆様のお声も聞きながら、

経産省など関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えているところでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま事務局から２つの議事、項目に関し

て御説明をいただきましたけれども、そのどちらでも結構でございますが、御意見、御質問

などがございましたらよろしくお願いいたします。 

 どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 では、よろしくお願いします。 

【宮本委員】  日本建設業連合会の宮本でございます。 

 最近の建設行政の動向につきましてちょっとお話をしたいと思います。本年３月の国土

交通大臣と建設業団体との意見交換会での申合せによりまして、日建連といたしましても

おおむね６％の賃上げを目標とする趣旨を踏まえ、協力会社からの適正な労務費の見積り

を尊重するとともに、適正な賃金の支払いを協力会社に要請するよう決議を行い、会員企業

に通知をいたしました。引き続き改正建設業法に基づく労務費の確保、行き渡りの徹底や生

産性の向上等の取組みを推進してまいります。 

 また、日建連と不動産協会による国土交通大臣への面会につきましては、金子大臣にお会

いをして、協議体の趣旨の説明と今後の取組への御支援等をお願いさせていただきました。

日建連といたしましても、建設業の長期ビジョン２.０におきまして、サプライチェーン全

体でWin-Winな関係の構築をするということを提言しておりまして、両団体が発注者と元請

を代表して率直な意見交換を行い、相互理解を深めることは、鉄道、電力などほかの多くの

業種の発注者の方々の御理解を進めることにつながり、他の建設業団体を含め、サプライチ

ェーン全体にとって大きな意義があると考えております。協議体のテーマとしては、例えば

担い手の確保や生産性の向上などが考えられますが、協議体での成果のうち、特に制度や政

策に関わることについては、ぜひとも国の御支援、御協力をお願いしたいと考えております。 

 さらに昨今の中東情勢の緊迫化を受けて、国におかれましては、資材の安定的な供給確保

等に取り組んでいただいていることに感謝を申し上げます。一方、情勢は日々変化しており、

今後影響はかなり拡大することも予想されますことから、民間工事も含め、建設工事の円滑

な施工に向けて、必要な支援等をしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま宮本委員から日建連としての取組の
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状況に関して御説明をいただきました。また、先般の不動産協会と一緒に行われた大臣との

面会の状況につきましても御説明いただきました。 

 お話にありましたけれども、やはりサプライチェーン全体としてのウィンウィンの関係

の構築というものが全てのベースになってくると思います。ということで、これからも様々

な局面において、当然国土交通省のさまざまなサポートや政策にも反映いただきたいとい

うことだと思いますし、昨今の海外情勢からして今後またどのような影響がどのように広

がっていくかというところもなかなか見通し難いところになっておりますけれども、適時

適切に行政としての対応もお願いしたいというお話がございました。 

 他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 では、お願いします。 

【鈴木（眞）委員】  すみません。今、宮本会長からも御発言があったとおり、先日、金

子大臣に対しまして、日建連様と不動協が意思疎通と情報共有を図るための体制を立ち上

げるということに際して、御報告と、またそれに対する御協力、御支援を賜るようお願いを

させていただいたところでございます。昨今の建設コストの急激な状況が続きますと、様々

な事業が進まず、わが国の経済成長が阻害される事態となるのではないかというように危

惧してございます。建設業界だけの努力ではなくて、これはやはり不動産業界としても業界

の枠を超えて、様々な当事者が問題意識を共有して取り組んでいくということが重要なの

ではないかと認識してございます。 

 不動産業と建設業の持続可能性は表裏一体であると捉えまして、建設工事の施工を取り

巻く状況でありましたり、課題をしっかりと共有しつつ、中長期的な担い手の確保、従業者

の柔軟な働き方の確保、また生産性の向上、重層下請構造の改善、こういったことにつきま

して積極的に建設業界と不動産業界が意見交換を行いながら、同じ方向を向いて課題解決

につなげていきたいと考えてございます。 

 発注者側としましても、国交省様をはじめ、関係各所にその趣旨、目的を御理解いただく

とともに、御支援、御協力をお願いできればと考えてございます。 

 以上です。 

【大久保会長】  ありがとうございました。ただいま鈴木委員から、経済情勢、社会情勢

が結構右肩上がりで進んでくる場合は、それぞれの業界がそれぞれの立場でしっかりと成

長できてきたわけですけれども、少子高齢化や人口減少というような大きな環境の変化の

中でいきますと、やはり不動産業界それから建設業界、それぞれが一体となって、表裏一体
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で対応していかなければならない課題がますます増えてくるという中で、引き続き、そのよ

うな全体のサプライチェーン、当然のことながら日本の重要なインフラを両業界で担って

いるという前提の下に、双方がしっかりと意見交換なり連携をして取り組んでいかなけれ

ばいけないというようなお話でございました。 

 他に、どなたがいらっしゃいますでしょうか。 

 では、お願いします。 

【岩田委員】  すみません。外国人のところなんですけれども、先ほど申し上げましたよ

うに相当暇になっている。外国人がこのままどんどん入って来続けると、同じような状況が

ありますので、ぜひとも７ページのところ、建設分野の特定技能と育成就労全体で約２０万

人となっていますが。ここのところを、これぐらい要るのではないかということではなくて、

建設工事業に対する適正な労働量とのバランスという、視点がそろそろ要るのではないか

と思います。これは繁閑差というものを労働力として外国人を受け入れた上で、数をどう読

んで現場を暇にさせないかということが、これからの建設業の課題ではないかと感じます

ので、ぜひともそこも御検討の課題に入れていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

【大久保会長】  ありがとうございました。先ほど岩田委員からもありましたけれども、

現在の状況として、技能労働者がかなり余剰の状況にあると。こういう状況の中で外国人を

更に受け入れ拡大していくというところに関してはさまざまな調整が必要であるというこ

とで、これも含めて検討の課題に入れてほしいというお話がございました。 

 他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 本件に関しても、委員の方からいただいた御意見等については、事務局において今後の検

討の参考にしていただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

 それでは、本日の議事はこれにて全て終了いたしました。進行を事務局にお返しいたしま

す。 

【事務局（髙橋）】  ありがとうございました。そのほか、何か国土交通省側から発言ご

ざいますでしょうか。 

 それでは、これをもちまして散会させていただきます。委員の皆様におかれましては、御

多忙のところ、誠にありがとうございました。 
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―― 了 ―― 


